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厚木市のホームページから 

愛甲公民館 〒243-0028 厚木市愛甲西 1-17-1 ☎247-1434 Fax270-2302 E ﾒｰﾙ 8623@city.atsugi.kanagawa.jp 

この用紙は再生紙を使用しています。 で紙面をカラーでご覧になれます。 

愛甲公民館 〒243-0028 厚木市愛甲西 1-17-1 ☎247-1434 Fax270-2302 E ﾒｰﾙ 0263@city.atsugi.kanagawa.jp 

令和８年度のスポーツ振興事業第一弾は３つの種目で優勝を競う、南毛利南地区「春季健康まつり」です。

競技は３種目とも自治会対抗戦です。ターゲットバードゴルフは個人戦も同時開催します。スポーツで汗を流

し、自治会内の交流を深めましょう。 

５月 10 日（日）開催 

 ４月２７日（月）までに地区のスポーツ振興会委員または愛甲公民館（☎２４７-１４３４）

へ。地区のスポーツ振興委員が分からないときは公民館へお問い合せください。 
申込み 

２

１ 

※開会式は午前８時４０分から校庭で実施 

※雨天の場合は体育館種目のみ実施。ターゲットバードゴルフは中止 

 

 

健康効果の高い運動療法として注目されているウォー

キング。新緑の季節を感じながらウォーキングをして、

楽しいひとときを過ごしてみませんか?□ 

【持 ち 物】 飲物、敷物、タオルなど 

※歩きやすい服装、はき慣れた靴でご参加ください 

【申 込 み】  ５月２５日までに直接または電話で

愛甲公民館（☎２４７－１４３４）へ 

３ 

【日  時】 ５月２７日（水） ※雨天中止 
       集合９:００ 出発９:３０  

解散１２:００(予定) 
【行  先】 小町緑地・小町神社 

愛甲公民館から玉川沿いに 
片道２㎞強 

【集合場所】 愛甲公民館 正面玄関前 
【対  象】 地区内在住の方  
【参 加 費】  無料 
  



 

 

 

 

子どもって本当にかわいいですね！ だけど、実際

の子育てはとても大変です。お父さん、お母さん、お

一人で悩んではいませんか？ 

「身近に同年齢の子どもがいない…。」 

「子育ての相談相手が欲しい…。」 

そのような子育ての悩みに、いくらか 

でもお手伝いできればと思います。 

どうぞお気軽に遊びにきてください！！ 

【日 時】  原則として毎月第４水曜日 

      ※７月・３月は第３水曜日 

１２月は第２水曜日 

午前 10 時～11 時 45 分 

【場 所】 愛甲児童館（愛甲 3－23－1） 

【問合せ】  地域福祉推進委員会 ふれあい部会 

（愛甲公民館内）☎ 247-1434 

 
 

 

令和８年４月１日付けの厚木市職員人事に伴う愛甲公民

館・地区市民センター職員の異動はありませんでした。 

今後とも変わらぬご支援とご協力をお願いいたします。 

 
地区館長     服部 圭司 

センター長     佐藤 真澄 

主 幹（係長）  竹田 明弘 

主 査      曽我 有恒 

主事補（再任用）  小林 秀明 

主事補（再任用） 粟木原 浩  

会計年度任用職員 松永 綾子 

      見村 惠子 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊市内 15 地区の公民館だよりが厚木市のホームページ（https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/）でご覧になれます。 

南毛利南地区安心安全なまち会議 

 
３月の地区内の窃盗犯認知件数は３件 
でした 

 

 

 

近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、
その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多
い状況にあることから、警察では自転車に対する取締りを強
化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加していま
す。 そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守
を図るため、16 歳以上の者による自転車の一定の交通違反に

対して、令和 8 年 4 月 1 日から青切符が導入されました。 自
転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負
担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつ
つ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の
実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告
や、 青切符、赤切符等による処理が行われます。 

こんな違反は反則金の対象に…！ 一例です 

携帯電話の使用（保持）：反則金１２，０００円 

遮断踏切立ち入り：反則金７，０００円 

車道の右側通行・信号無視(赤色時)：反則金６，０００円 

一時不停止・無灯火・イヤホン使用：反則金５，０００円 

横並び走行・二人乗り：反則金３，０００円 

 

 

 

樹木医の先生に庭木の性質や剪定方法を教えてもらいます。 

【日 時】５月 27 日（水）9:30～11:30 ※雨天時は 29日(金) 

【会 場】あつぎつつじの丘公園（厚木市森の里青山 24－23） 

【対象者】市内在住、在勤、在学の方 20 人 （応募多数の場合は抽選） 

【申込み】ハガキ、FAX、みどり公社ホームページ 

      〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、 

電話番号を書き、 

環境みどり公社施設 FAX248-9502 まで 

【募 集】４月 15 日から 30 日まで（必着）。 

【問合せ】（公財）厚木市環境みどり公社 施設課 

〒243-0036 厚木市長谷 626－1 ☎２２５－２７７４ 

 

 

県内各地を巡る科学教室で、身の回りの現象をテーマにした科

学実験ショーと、身近な材料で体験できる科学工作を通して、科

学の世界に触れることができます。 
【日 時】５月 24 日（日）13:30～15:30 
【会 場】玉川公民館（七沢 175-6） 
【参加費】無料 
【対 象】小学生 30 名（抽選） 
【申込み】右の二次元コードを読み取り、 

「かながわリレー科学教室」の 
ページより電子申請 

【申込期間】４月 23 日～５月６日 
【問合せ】県立青少年センター科学部 ☎046-222-6370 

☆自販機ねらい（船子） 
３月３日（火）不明 

☆自転車盗（愛甲２） 
 ３月４日（水）１４時～１５時 
☆オートバイ盗（船子） 

３月２４日（火）１４時～１７時 


